
飯豊町建設工事総合評価落札方式試行実施要綱 

 

平成２２年３月１日 

飯豊町告示第１０号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本町が発注する建設工事（以下「工事」という。）の請負契約

において、地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規定に基づき、価格及びその

他の条件が、本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする

方式（以下「総合評価落札方式」という。）の試行に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式により請負契約を終結することができる工事（以下「対象

工事」という。）は、次の各号のいずれかに該当するものとし、飯豊町建設工事等

指名業者選定審査会要綱（平成１０年訓令第５号）第１条に規定する審査会（以下

「審査会」という。）の審査に付して決定した工事とする。 

（１）入札者の施工計画、施工能力、配置予定技術者の能力、地域貢献等と入札価格

を総合的に評価することが妥当と認められる工事 

（２）前号のうち、施工計画を除き入札者の施工能力、配置予定技術者の能力、地域

貢献等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事 

（３）その他必要と認める工事 

（総合評価の方法） 

第３条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別記１の「落札者決定基

準」によるものとする。 

２ 総合評価落札方式の型式は、次のとおりとする。 

（１）簡易Ⅰ型 前条第１号の工事に該当する場合 

（２）簡易Ⅱ型 前条第２号の工事に該当する場合 

（学識経験者の意見聴取） 

第４条 町長は、総合評価落札方式により評価基準を定めようとするときは、あらか

じめ、２名以上の学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴

かなければならない。 

２ 前項の規定による意見聴取において、併せて、落札者を決定しようとするときに

改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を

聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとすると

きに、あらかじめ、２名以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

（評価基準の決定） 

第５条 町長は、評価基準について、前条第１項に定める学識経験者の意見を聴いた

後、審査会の審査に付して決定するものとする。 

（技術資料の提出要請） 



第６条 町長は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、技術資料の提出を当

該者に要請しなければならない。 

２ 前項において、技術資料提出要請書に次の事項を明記するものとする。 

（１）工事概要及び総合評価落札方式試行適用の旨 

（２）技術資料の内容 

（３）技術的能力の審査に関する事項 

ア 審査項目 

イ 審査基準（入札参加要件） 

（４）総合評価に関する事項 

ア 技術資料の評価に関する基準（評価項目、評価基準、得点配分） 

イ 総合評価の方法 

ウ 落札者の決定方法 

エ 評価内容の担保 

オ 配置予定技術者のヒアリングの有無 

カ 指名・非指名通知の日 

キ 入札の日時 

ク その他 

（技術資料の提出等） 

第７条 入札参加希望者は、別に定める期日まで技術資料を町長に提出しなければな

らない。 

２ 入札参加希望者は、別に定める期日まで書面により、町長に技術資料提出要請書

に関する質問を行うことができる。 

３ 町長は、前項の質問があった場合は、別に定める期日まで書面により、回答しな

ければならない。 

（指名、非指名及び技術評価点の決定） 

第８条 町長は、技術的能力の審査を行い、指名、非指名について、審査会の審査に

付して決定するものとする。なお、必要に応じ配置予定技術者のヒアリングを行う

ことができる。 

２ 町長は、技術評価点について、審査会の審査に付して決定するものとする。 

ただし、第４条第２項の規定に該当する場合、学識経験者の意見を聴いた後、審査

会の審査に付して決定するものとする。 

（指名、非指名の通知） 

第９条 町長は、前条の技術的能力の審査の結果、指名と決定された入札参加希望者

には、指名を通知する。 

２ 町長は、非指名と決定された入札参加希望者には、指名しなかった旨及び指名し

なかった理由（以下「非指名理由」という。）を通知する。 

（落札者の決定方法等） 

第１０条 入札参加者は、技術資料及び入札価格をもって入札しなければならない。 

２ 町長は、次に掲げるすべての要件に該当する入札者のうち、総合評価の方法によ



って得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。 

（１）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

（２）評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。 

３ 前項において、評価値が最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引か

せて落札者を決定するものとする。 

（評価内容の担保） 

第１１条 第３条第１項に規定する簡易型において、技術資料に記載された内容を飯

豊町建設工事請負契約約款（平成１０年告示第５０号）第１条に規定する設計図書

（特記仕様書）に記載するものとし、工事完成後において、履行状況について検査

を行うものとする。 

２ 受注者の責により、技術資料に記載した内容を達成できなかった場合は、工事成

績評点を減点することとし、次の算式を標準とするが、これによりがたい場合は別

途考慮することができる。 

工事成績評定の減点 

減点値＝８×（α－β）／α 

α＝当初の加算点（点） 

β＝達成度合いに応じて再計算した加算点（点） 

３ 技術資料に記載した内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合には、

飯豊町建設工事請負業者指名停止要綱（平成１０年庁達第１９号）第２条の規定に

より指名停止を行うものとする。 

（入札結果等の公表） 

第１２条 町長は、落札者を決定した場合は、落札日の翌日に次の事項を公表するも

のとする。 

（１）落札者の名称 

（２）各入札参加者の入札価格、技術評価点及び評価値 

（苦情申立て） 

第１３条 非指名の通知を受けた者は、別に定める期日まで書面により、町長に非指

名理由の説明を求めることができる。 

２ 非落札者のうち、落札者決定結果に対し不服がある者は、入札結果等の公表を行

った後、別に定める期日まで書面により、町長に非落札理由の説明を求めることが

できる。 

３ 町長は、前２項の説明を求められた場合は、別に定める期日まで書面により、回

答をしなければならない。 

（秘密の保持） 

第１４条 総合評価に関する評価結果を除き、この要領に基づき入札参加希望者から

提出された技術資料等は公表しないものとする。 

（技術資料の作成費用） 

第１５条 技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加希望者の負担とする。 

（その他） 



第１６条 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式の試行に関し必要な事項

は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 


